
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続時精算課税制度 

Ｑ：相続時精算課税制度というものがある

そうですが、どのようなものなのですか？ 

 

Ａ：次のような内容のものです。 

【解説】 

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親か

ら20歳以上の子供への贈与について贈与の回

数に制限なく2,500万円までは贈与税はかか

らず、それを超える部分の金額に対しては一

律20％の税率で贈与税が課税され、その贈与

した財産の価額は、贈与をした親の相続時に

相続財産として持ち戻し（加算）して相続税

額を計算し、その際に納めた贈与税額がある

ときは、これを精算（相続税額から控除）し

て課税するという制度です。 

この制度は、贈与回数や贈与年数の規定は

ないので、何回でも、また、何年に分けても

いいのですが、一度この制度を選択すると、

その贈与者からの贈与については一生この規

定を適用し続けなければなりません。 

途中で、基礎控除を110万円とする通常の贈

与に戻すということはできませんので、選択

に際しては十分注意してください。 

この制度の適用を受けるには、①最初の贈

与を受けた年の翌年２月１日から３月15日ま

での間に、納税地の所轄税務署長に対して、

選択届出書を提出するとともに、②贈与税の

(期限内)申告書を提出しなければなりません。

選択届出書の届出もなく、申告書の提出もな

い場合は、通常の贈与があったものとして贈

与税が課税され、無申告加算税や延滞税も課

税されますので注意してください。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１１年）平成２３年 木曜日   １１ 月  ２ 日 ４

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 3 7 1  

 

号 


